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（午前１０時２９分 開会）

富本理事 これより議会運営委員会理事会を開会する。

《各種審議会委員等の推薦について》

富本理事 初めに、各種審議会委員の割当表だが、別表をごらんいただきたい。皆さんの

ご希望が、数は決まっていたが、それでメンバーを当て込んだ表である。間違いないか

どうか、いま一度確認をお願いする。──よろしいか。

非交渉会派については、きょうの午後か。

議会事務局次長 きのうの５時までということでご連絡いただくことになっていたので、

きょうの段階で調整するところが１カ所か２カ所ある。

富本理事 では、それは事務局のほうで調整をして、後日、全員が決まったら表をお配り

いただきたい。よろしくお願いをする。

《議員提出議案について》

議員提出議案第５号 杉並区議会会議規則の一部を改正する規則

富本理事 では続いて、今回議員提出議案がとりあえず３本提案の予定であるので、順次

説明をということだが、まず議案第５号については、議会運営委員会委員全員による提

案なので、私のほうから説明をする。

本件は、いわゆる質問通告の期限を２日前から３日前に改めるものである。

改正の内容としては、80条第２項の中で、「２日目まで」を「３日目まで」に改める

もの。加えて、単に通告期限を１日早めるだけでなく、区長部局の協力により、告示日

も１日早めることとしたので、通告期間は変更せずに質問作成を行い、議事運営にも問

題のない範囲での改正ということである。施行日は公布の日。実際には３定から行うと

いうことである。

議員提出議案第６号 杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例

富本理事 続いて、第６号が提案される予定だが、こちらについては、小松理事のほうか

ら説明をお願いする。

小松理事 この議案は、特別委員会の正副委員長に支払われている上乗せ増額分、いわゆ

る役職手当を現在の半額にする提案である。

常任委員会と特別委員会は、現在、正副委員長の手当が同額とされているが、常任委
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員会が広範囲にわたる所掌事項を扱うことと比較すると、特別委員会の調査項目は極め

て範囲が狭く、限定的で、正副委員長手当には差があってしかるべきと考えるところで

ある。さきの臨時会では、委員長ポストの数や報酬加算についての問題提起がなされた

ところでもある。

我が会派は、以前より申しているように、手当については必要性の有無から議論すべ

きと考えているが、すぐに着手できる議会改革として、今回提案するものである。ただ

し、これは附則により減額をするという提案にしている。

以上。

富本理事 今提案があった。この件について何かご質問等あるか。きょう提示したので、

もちろん議論する場はあるが。

では、とりあえずよろしいか。──

議員提出議案第７号 杉並区議会永年在職議員表彰

富本理事 続いて、第７号。第７号についは、ネみを除く議会運営委員会委員の提案とな

っており、私のほうから説明をする。

永年在職議員表彰について。これは内規があり、内規に基づいてその功績を表彰いた

したく、提案をするというものである。

鈴木信男議員が当選すること７期、在職25年に及び、常に区政の発展に貢献をされ、

その功績顕著ということで、特に議決をもってこれを表彰するということで提案をする。

この件についてはよろしいか。──

では、今の３件、改めて後の議会運営委員会でも提案をすることになるので、小松理

事もよろしくお願いする。

《農業委員会委員候補者の推薦について》

富本理事 続いては、農業委員会委員の推薦についてであるが、まずは事務局からの説明

をお願いする。

議会事務局次長 お手元に資料４でお配りした。６月４日付で区長から推薦の依頼があっ

た。６月30日付で大泉時男議員が農業委員を辞任するので、後任の推薦をという依頼で

ある。例年、理事会の場で選任をし、第２回定例会最終日に議長から推薦して決をとる

ということで行っているが、この方法でよろしいか、お伺いしたい。

富本理事 今説明があった。農業委員も新たに選考するということになるが、選出につい

ては、各種委員の割り当てのときに、監査、農業委員、後期高齢者議会議員に関しては、



- 5 -

これまでの流れで、各種委員にはならない、監査と農業委員に関しては、その枠を入れ

て点数計算をするというような流れがあった。これは前に渡した表にもそのように記載

がされていたが、これに関しては、正直、私どもは農業委員を会派の中でやらせていた

だきたいので、その枠をとって各種委員の割り当てもしているという段階である。

そういうことを踏まえて、この農業委員の選任について何かあるか。

渡辺理事 今そういう理由で、これまでの点数のこともあるから、これまでどおりでいい。

自民党のほうで出していただいて、というふうには思うが。

原田理事 一応、農業委員というものはすごく重たい役職だと考えているので、選挙とい

う形をもちろんとりたいが、そういう流れがあるということで、一度村に持ち帰らせて

いただきたい。

富本理事 ただ、これは選挙ではない。この中で去年も決めていたが、議場で選挙すると

いうものではない。そこだけはご確認をいただきたい。

では、この件については、今原田理事から持ち帰りということがあったので、きょう

は持ち帰りということにするが、一応そういう流れもあるので、そこは理解していただ

いた上で、農業委員の選考に関しては考えをいただきたい。

これはいつまでに決定すればよいか。

議事係主査 最終日にやるので、その前まで。

富本理事 後で話もするが、議提が出ているので、議運を行わなければいけないので、そ

の辺までにある程度考えていかなければいけないと思うので、よろしくお願いする。

一応こちらのほうから提示した議題は以上だが、その他ということで、原田理事のほ

うからご説明がある件がある。

では、配付を事務局でお願いできるか。

〔資料配付〕

原田理事 「子ども・子育て新システム」関連法案の取り下げを求める意見書と題して、

これを杉並区議会で意見書として提出できないかという提案である。

案文は、実は京都市議会のほうで可決されたものを、若干文章をこなれさせてつくっ

たということで、自民党、公明党、共産党とその他が賛成をしてできた文章を、ほぼそ

のまま踏襲している。てにをはとかそういうところで少し直してある。

うわさでは向こうの自民党がつくった案文らしい。ただ、かなり突っ込んで書いてあ

るので、もし出していただける際には、文章の文言についてはぜひ皆さんからも声を上

げていただきたい。

富本理事 これについて、今の時点で何かご質問ある方はいるか。──これは共産党、全
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国的に頑張っているとかいうことではないのか。

原田理事 そうではない。うちとして……

富本理事 杉並区議会の共産党として提案。

原田理事 はい。どこでもやれというふうにはなってない。

富本理事 これは、本来だと保健福祉か。ここで協議ということか。

議事係主査 まずは理事会一致でないと出せない。

富本理事 では、きょうは、いきなり文書が出たので、とりあえず持ち帰りとし、各会派

でご協議をいただきたい。

それから、その他で事務局のほうから何点かある。

議会事務局次長 まず１点目が、先日区長のほうから、第３回定例会の日程に関して少し

ご協力をというお話があった。本日案が間に合わなかったので、後日案をお示しする。

ご検討いただいて意見を伺いたい。それが第１点目。

第２点目は、先ほどもあった、議長会の要望について本日が締め切りなので、ほかに

あれば、ご提出願いたい。

あと、特別委員会の活動経過報告だが、議長と委員長が変更になったので、新議長、

新委員長に確認後配付するということが必要になるので、きょうの本会議で席上にご配

付させていただきたい。新しいルールの検討のときには事前にという話があったが、今

回人事の異動があったので、席上配付とさせていただきたい。

以上。

富本理事 議長会に関しては、要望は既に出ているのか。──全く出てない状況か。

原田理事 きょうまでということなので、５時までということでよいのか。

富本理事 では、お出しになる方は５時までに出していただきたい。

それから、委員長の報告に関してはそういうことで、仕方がないので、これに関して

はご理解いただきたい。

議会事務局次長 もう１点、前回の理事会で控室の案を示した。そうしたところ、無所属

区民派の方から、ちょっと協議をしたいという話があったので、また２人会派を含めて

調整を図りたい。

富本理事 この間、たしか原田理事のほうから提案があった話で、２人会派の協議という

こと。それは決まり次第、またご連絡いただければと思う。

きょうの予定されている議題は以上だが、ほかに何かあるか。──よろしいか。

では、本日の議会運営委員会理事会を閉会する。

（午前１０時４３分 閉会）


